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新指導大綱（1996年4月実施）

○目的

健康保険法、国民健康保険法および老人保健法に
より保険診療の質的向上及び適正化を図る

○指導方針

保険診療の取り扱い等について周知徹底させること
を主眼とし、懇切丁寧に行う

○指導対象の選定

都道府県に選定委員会を設置し、選定基準に照らし
て公正に選定を行う
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指導の現状

＊集団指導・集団的個別指導がすべての新規開業
医療機関と高点数保険医療機関を対象に実施さ
れている。新規は集団指導、それ以外は集団的個
別指導となっている。新規開業医療機関は、その年
度か翌年度に個別指導（新規）が行われている。

＊集団的個別指導の結果、翌年度においても高点
数保険医療機関に該当した場合、翌々年度に個
別指導が行われるが、現在は新型コロナウイルス
感染症の関係で行われていない。
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集団的個別指導選定の高点数
保険医療機関について

• 県平均点の１．２倍超かつ上位８％が基準

• ２０２１年の佐賀県平均点は1,２５４点
（1.2倍は1,504.8点）

• ２０２２年の佐賀県平均点は1,2５９点
（1.2倍は1,510.8点）

平均点は５点上がった
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集団的個別指導選定の高点数
保険医療機関について

• 2023年度は集団的個別指導は25件実施さ
れた

• 開示された平均点数は

１位 1,940点 2位 1,791点 3位 1,774点
4位 1,741点 5位 1,732点 6位 1,732点
10位 1,610点 20位 1,538点
25位 1,511点

5



集団的個別指導選定の高点数
保険医療機関について

• 現在は九州厚生局佐賀事務所へ電話にて自
院の昨年の平均点数を聞くことができる。自
院のことをいくつか質問され、本人確認され、
折り返し電話がかかってきて返事がある。
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2022年 九州各県の平均点

・福岡県 1,358点（1,370点）
・佐賀県 1,259点（1,254点）
・長崎県 1,275点（1,273点）
・熊本県 1,281点（1,275点）
・大分県 1,373点（1,378点）
・宮崎県 1,347点（1,356点）
・鹿児島 1,235点（1,229点）
・沖縄県 1,286点（1,292点）

※（）内は2021年の平均点
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個別指導

• 支払基金、保険者、被保険者などから情報
の提供があったもの

• 個別指導の結果、再指導、経過観察であっ
たもの

• 監査の結果、戒告、または注意を受けたもの

• 集団的個別指導の結果、翌年度も高点数の
もの

• 検察、警察から情報があったもの

• 会計検査院の実地検査の結果、指導の必要性が
生じたもの
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個別指導後の措置
①概ね妥当

②経過観察

改善が期待できる場合で、改善が認められ
ないときは、再指導を行う

③再指導

再指導を行わなければ改善状況が判断でき
ない場合

④要監査

指導の結果、監査要件に該当すると判断し
た場合
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個別指導時持参物
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個別指導時持参物
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２０２２年度の個別指導の状況

・６件実施（個別１件、新規５件）

・新規個別指導結果は概ね妥当が５件、

返還金は無し

個別指導結果は再指導が１件で返還金あり
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２０２３年度集団的個別指導状況
・対象は２５件（開示資料より）

1位の医療機関の平均点数は 1,940点

2位の医療機関の平均点数は 1,791点

10位の医療機関の平均点数は 1,610点

20位の医療機関の平均点数は 1,538点

25位の医療機関の平均点数は 1,511点

2022年の県平均点1,259点の1.2倍は1510.8点、
1.2倍以上の医療機関が25件であったことになる。
平均点数が下がり、前年より件数は10件ほど減
っている。
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新規個別指導指摘事項
•診療録

① 診療録の記載方法、記載内容に次の例が
認められたので、適切に記載すること。

診療行為の手順と異なった記載がある。

② 診療録第１面（療担規則様式第一号（二
）の１）の記載内容に次の例が認められたの
で、必要な事項を適切に記載すること。

傷病名について記載が誤っている。
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•歯科疾患管理料

文書提供加算に係る提供文書に記載すべ
き内容について、記載の不十分な例が認め
られたので、次の事項について個々の症例
に応じて適切に記載すること。

治療方針の概要等（治療の予定等）
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•診断料

歯科エックス線撮影を行った場合に、診
療録に記載すべき内容について、記載の不
十分な例が認められたので、次の事項につ
いて個々の症例に応じて適切に記載するこ
と。

写真診断に係る必要な所見
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• 歯科口腔リハビリテーション料１

歯科口腔リハビリテーション料１「１有床
義歯の場合」を算定している場合に診療録に
記載すべき内容について、記載の不十分な例
が認められたので、次の事項について個々の
症例に応じて適切に記載すること。

指導内容の要点
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・歯周治療の診断等

歯周病に係る検査後の治療計画等の診療録へ
の記載が不十分であり、診断根拠や治療方針
が不明確な例が認められたので、記載内容の
充実を図ること。

・保険医療機関の掲示事項に不備が認められた
ので、速やかに適切な掲示をすること。

次の施設基準に係る事項を掲示していない。

歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準
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・有床義歯

高齢者で根管が閉鎖して歯内療法が困難
な場合等、やむを得ず残根歯に対して、歯
内療法及び根面被覆処置が完了できなかっ
た場合に義歯を製作した際に、その理由に
ついて、診療録への記載が不十分な例が認
められたので、個々の症例に応じて適切に
記載すること。
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• 補綴時診断料

診療録に記載すべき内容について、記載
の不十分な例が認められたので、次の事項
について個々の症例に応じて適切に記載す
ること。

欠損補綴物の名称及び設計等の要点
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•診療報酬請求

診療録と診療報酬明細書において、部位に
ついて一致しない例が認められたので、保
険医により十分に照合・確認を行い適切に
記載すること。

•初診料の注１

院内感染防止対策を実施している旨の院内
掲示が当該保険医療機関の見やすい場所に
掲示されていないので、適切に掲示するこ
と。
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個別指導指摘事項
•診療録

①保険医は診療録が保険請求の根拠であること
を認識し、必要な事項を十分に記載すること。

②保険医が実施した診療内容について、診療録
が歯科医師以外の者により記載されている例が
認められたので、診療録は原則として診療を担
当した保険医が記載すること。やむを得ず口述
筆記等を行う場合には、保険医自らが記載内容
に誤りがないことを確認の上、署名又は記名押
印すること。
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③レセプトコンピュータ等OA機器により作成
した診療録の記載方法、記載内容に次の例が
認められたので、適切に診療録を作成するこ
と。

診療を行った保険医が署名又は記名押印を
行っていない。

④診療録の記載方法、記載内容に次の例が認
められたので、適切に記載すること。

ア 判読困難な記載がある。

イ 欄外への記載がある。
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⑤診療録第１面（療担規則様式第一号（二）
の１）の記載内容に次の例が認められたの

で、必要な事項を適切に記載すること。

部位について記載がない。

・診療録と関係書類（歯科技工指示書、納品
書）において歯科技工物の製作部位、材料に
ついて一致しない例が認められたので、保険
医療機関及び保険医により十分に照合・確認
をすること。
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•歯科技工指示書に記載すべき次の内容に不
備が認められたので、必要な事項を適切に
記載すること。

ア 設計

イ 使用材料

ウ 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科

医師の勤務する診療所の所在地
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•歯科訪問診療料

算定要件を満たしていない歯科訪問診療料
を算定している次の例が認められたので改め
ること。

診療録及び診療報酬明細書に記載すべき
実施時刻（開始時刻と終了時刻）について
実態と異なる。

・歯科エックス線撮影において、診断に必要
な部位が撮影されていない不適切な例が認
められたので改めること。
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•口腔内消炎手術

診療録に記載すべき内容について、記載の不
十分な例が認められたので、次の事項について
個々の症例に応じて適切に記載すること。

ア 手術部位

イ 症状及び手術内容の要点
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確認事項

• ｢支台築造」とは、実質欠損の大きい失活歯
に対して根管等により築造物を維持し、填塞
又は被覆して支台歯形態に修復することをい
う。

• 「メタルコア」とは、鋳造物により築造するもの
をいう。

↓
• 「メタルコア」の算定時には歯根の長さには関
係しない。
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確認事項

• 除去８０点・・・メタルコア又は支台築造用レジンを含むフ

ァイバーポストであって歯根の長さの３分の１以上の
ポストを有するものをいう。

↓
「メタルコア」や「ファイバーポスト」を除去する場合は、歯

根の長さの３分の１以上あるかどうかを確認して、算
定要件を満たす除去料を算定する。

根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポスト

のみを根管内に残留する状態にある鋳造体の除去につ
いても算定できる。

32



確認事項

• 歯周基本検査・・・1点以上の歯周ポケット測

定及び歯の動揺度検査を行った場合に算
定する

• 歯周精密検査・・・4点以上の歯周ポケット測

定、 プロービング時の出血の有無、歯
の動揺度及びプラークチャートを用いてプ
ラークの付着状況を検査した場合に算定
する

• 有床義歯床下粘膜調整処置を算定すると床
裏装か義歯の新製が必ず必要となる

33



確認事項

• 診療録と診療報酬明細書の傷病名が相違しない
よう点検すること

• 診療録の記載は治療の順序に従って記載するこ
と

• 難抜歯加算・・・歯根肥大、骨の癒着歯、歯根彎曲
等に対して骨の開さく又は歯根分離術等を行った場
合に限り算定する

• 埋伏歯・・・骨性の完全埋伏歯又は歯冠部が３分の
２以上の骨性埋伏である水平埋伏智歯をいう
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確認事項

・歯科診療特別対応加算

＊「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこ

れらに準ずる状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算を算
定した日は、患者の状態を診療録に記載する。

イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安
定が得られない状態

ロ 知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目
的が理解できず治療に協力が得られない状態

ハ 重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態

ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の
困難さが頻繁に見られ歯科治療に際して家族等の援助を必要
とする状態
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確認事項

・加圧根管充填処置の算定要件

＊加圧根管充填処置とは、根管拡大及び根管形成
が行われた根管に対して、ガッタパーチャポイントを
主体として根管充填材を加圧しながら緊密に根管
充填を行うことをいう。なお、根管充填後に歯科エッ
クス線撮影で緊密な根管充填が行われていること
を確認する。妊娠中で同意が得られない場合にお
いてはこの限りでない。
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確認事項

・口腔内消炎手術

（１）口腔内消炎手術とは、炎症病巣に対して口腔内
より消炎手術を行うものをいい、同一病巣に対する
消炎手術を同時に２以上実施しても、主たる手術の
みにより算定する。

（２）辺縁性歯周炎の急性発作に対する消炎手術は、
「２ 歯肉膿瘍等」により算定する。

（３）省略

（４）本区分の算定に当たっては、手術部位、
症状及び手術内容の要点を診療録に記載す
る。
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確認事項

・補綴時診断料

＊新たな欠損補綴及び有床義歯の床裏装等を行う
際に、当該治療を開始した日に患者に対して治療
等に関する説明を行った場合に算定する。

注）当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作を
予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴物に
使用する材料、設計、治療期間等について、患者に
対し、説明を行った場合に算定する。

＊補綴時診断料の算定に当たっては、製作を予定

する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び
設計等についての要点を診療録に記載する。
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確認事項

・クラウン・ブリッジ維持管理料

＊クラウン・ブリッジ維持管理の内容を文書により提

供した場合に算定する。文書を提供していない場
合であっても維持管理の対象となる。当該所定
点数には、歯冠修復物又はブリッジを保険医療機関
において装着した日から起算して２年以内に、当該保
険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠修復
物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合
の補綴関連検査並びに歯冠修復物及び欠損補綴の

費用が含まれる。
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確認事項

・有床義歯床下粘膜調整処置

＊旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とさ
れる場合に、床裏装や再製に着手した日以前にお
いて、有床義歯床下粘膜異常に対してそれを調整
するために、旧義歯を調整しながら、粘膜調整材を
用い有床義歯床下粘膜調整を行った場合は、当該
義歯の調整を含めて、１顎１回につき算定する。
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確認事項

・歯科口腔リハビリテーション料１

＊「１ 有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔
機能の回復又は維持を主眼とした調整又は指導を
いい、具体的には、有床義歯を装着している患者に
対して、有床義歯の適合性や咬合関係等の検査を
行い、患者に対して義歯の状態を説明した上で、義
歯に係る調整又は指導を行った場合に、月１回を限
度として算定する。この場合において、調整方法及
び調整部位又は指導内容の要点を診療録に記載
する。
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院内掲示事項

• 療養担当規則等による院内掲示事項は施設基準
の一部であり、院内掲示がないと要件を満たしてい
ないことになるので注意

主な項目・・・明細書の発行、クラウン・ブリッジ維持
管理料、在宅療養支援歯科診療所、歯科訪問診療
の地域医療連携体制加算、歯科治療総合医療管
理料、在宅患者歯科治療総合医療管理料、う蝕歯
無痛的窩洞形成加算、歯周組織再生誘導手術、外
来診療環境体制加算、金属床による総義歯の提供、
う蝕に罹患している患者の指導管理、CAD/CAM冠、
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所、歯科点
数表の初診料の注１に規定する施設基準

42



注意点

• SPTについて

プラークコントロール、SC、SRP、咬合調整、歯清な

どの継続的治療を行った場合、月１回限り算定する。
包括されているが、SCや咬合調整を行えばその旨診

療録記載が必要です。歯周病検査や歯周病患者画像
活用指導料も必要に応じて行い算定しましょう。

• エナメル質初期う蝕管理加算について

口腔内カラー写真を撮影した場合に算定できる。必
要に応じて、フッ化物歯面塗布、プラークコントロール、
歯清、F局の指導を行う。その旨診療録記載する。
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注意点

• 文書提供加算について

歯管や歯在管の文書提供時に加算点数１０点となっ
ている。提供時は添付し問題ないが、提供しない場合、
診療録に必要な事項などを記載しなければならない。
可能な限り提供文書を用いて、提供しない時には別紙
記載等にて診療録への添付を行うと整理しやすい。

• 医管と在歯管

患者の血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を経時的に
監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。管
理内容および患者の全身状態の要点を診療録に記載
する必要がある。
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カルテ記載や添付が算定要件と
なっている項目の例

• 歯科診療特別対応加算

• 歯科疾患管理料

• 歯科衛生実地指導料

• 歯科治療時医療管理料

• 新製有床義歯管理料

• 訪問歯科衛生指導料

• 歯科口腔リハビリテーション料１

• 歯周基本治療処置

• 補綴時診断料

• クラウン・ブリッジ維持管理料
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会員からの質問

Q 分割抜去大臼歯のチタン冠は算定可能でしょ
うか

A 分割抜去でのチタン冠は大臼歯の場合に算

定可能です。小臼歯扱いになる場合は算定でき
ません。
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Q 歯在管（歯科疾患在宅療養管理料）の算定について、

生活保護受給者で要介護状態でない方（障害者など）の
場合は算定可能でしょうか。

A 歯科疾患在宅療養管理料は、生活保護受給者であっ

ても算定できます。また障害者の方で在宅等にて療養し、
通院困難な患者（常時寝たきりの状態またはこれに準じる
状態）であれば算定可能です。継続的な歯科疾患管理の
中で訪問診療料を算定し、患者等の同意を得たうえで歯
科疾患の状況や口腔機能の評価結果など管理計画の内
容を説明した場合に算定が可能です。また説明した内容
はカルテに記載する必要があります。なお管理計画書を
提供した場合はカルテに添付することでカルテ記載を省
略することができます。
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レセプトの摘要欄

• レセプトの摘要欄ですが、記載しなければな
らないことは当然記載が必要です。審査にお
いて疑義を生じる可能性があるときや、審査
をしやすくするためのコメントは記載が望まし
いと考えています。保険のルールをしっかり
理解し、審査する側の立場でレセプトが提出
できるようになれば、減点や返戻はぐっと減り
ます。
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再審査請求

減点に納得できない場合に、医療機関は減

点された点数を復活するよう再審査を申し立
てる権利が認められています。これを再審査
請求といいます。少ない点数であっても納得
できない場合は、必ず再審査請求を行いまし
ょう。
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金パラ改定（税込）

２０１６年10月 １ｇ 1,206円（30ｇ 36,180円）
↓

２０２２年７月 １ｇ 3,715円（30ｇ 111,450円）
↓

２０２４年１月 １ｇ 3,037円（30ｇ 91,110円）
↓

２０２４年４月 １ｇ 2,909円（30ｇ 87,270円）

2月14日GCｷｬｽﾄｳｪﾙ 74,118円（税込）
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２０２４年歯科新点数説明会

日時 ３月１９日（火） １９：００～２１：３０

会場 アバンセホール

オンライン（Zoom）配信

２次説明会（予定）

日時 ５月２３日（木） １９：３０～

会場 アバンセ第１研修室

オンライン（Zoom）配信
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